
最
近
ブ
ッ
ク
ロ
ー
ド
の
新
語
さ
え
生
む
ほ
ど
に
、
日
中
閥
係
史
上
の
主
役
を

演
じ
つ
づ
け
た
典
籍
の
往
来
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
遣
隋
使
、
遣
唐
使
逹

が
漢
籍
の
購
入
に
つ
と
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い
。
た
と
え
ば

大
賓

1一
年
（
七

0
1
―
)
入
唐
の
遣
唐
執
節
使
、
粟
田
員
人
の
少
録
と
な
っ
た
山

上
憶
良
が
、
則
天
武
后
の
頃
に
書
か
れ
中
國
で
も
さ
ほ
ど
廣
く
は
讀
ま
れ
て
い

な
か
っ
た
は
ず
の
張
鷲
撰
『
遊
仙
窟
』
を
は
じ
め
、
『
志
怪
記
』
や
占
相
書
で

あ
る
『
鬼
谷
先
生
相
人
書
』
、
は
て
は
葛
洪
の
『
抱
朴
子
』
、
偽
疑
鰹
と
み
ら
れ

る
『
壽
延
経
』
な
ど
に
言
及
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
漢
籍
は
彼
が
入
手
賂
来
し

た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
営
時
、
外
國
人
の
行
動
は
必
ず
し
も
自
由
で
は

(
2
)
 

な
く
物
品
の
購
入
に
も
認
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
彼

ら
は
在
京
中
あ
る
い
は
往
来
の
途
中
、
は
た
ま
た
風
待
ち
の
停
泊
地
な
ど
で
折

ふ
し
書
籍
の
購
入
に
努
力
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

『
奮
唐
書
』
日
本
偲
に
、
よ
く
知
ら
れ
た

文
書
・
記
録
の
日
中
文
化
交
流

け

ー
博
徳
書
と
参
天
台
五
豪
山
記
ー

文
書
・
記
録
の
日
中
文
化
交
流

l

七

開
元
の
初
め
、
又
使
を
遣
わ
し
て
来
朝
す
…
…
。
得
る
所
の
錫
賓
は
盛
＜

も
と

文
籍
を
市
め
、
海
に
乏
ぴ
て
還
る
（
『
新
唐
書
』
略
同
）

の
記
載
が
あ
る
。
史
料
に
よ
っ
て
混
風
が
み
ら
れ
、
こ
の
使
節
を
粟
田
員
人
と

す
る
も
の
さ
え
あ
る
が
、
阿
倍
仲
麻
呂
に
言
及
す
る
こ
と
で
も
明
ら
か
な
よ
う

(
3
)
 

に
玄
防
や
吉
備
員
備
を
伴
っ
た
遣
唐
押
使
多
治
比
縣
守
と
す
る
の
が
正
し
い
。

玄
宗
よ
り
の
賜
物
を
す
べ
て
典
籍
購
入
に
あ
て
た
具
膿
例
で
あ
り
、
随
行
者
に

も
、
こ
れ
に
習
う
者
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
さ
し
ず
め
入

唐
雨
次
を
敷
え
る
第
四
次
遣
唐
副
使
と
な
っ
た
吉
備
員
備
な
ど
は
、
留
學
生
嘗

時
よ
り
摸
具
合
も
潤
澤
で
あ
っ
た
に
違
い
な
く
、
か
つ
唐
の
事
情
に
精
通
し
て

い
る
だ
け
に
前
回
の
継
験
を
生
か
し
、
短
時
日
と
は
い
え
手
際
よ
く
不
足
の
典

籍

を

蒐

集

し

得

た

は

ず

で

あ

る

。

．

留
學
僧
が
主
と
し
て
佛
敦
典
籍
を
、
留
學
生
が
一
般
典
籍
い
わ
ゆ
る
外
典
を

将
来
し
た
具
髄
的
な
例
と
し
て
、
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
養
老
元
年

（
七
一
七
）
入
唐
し
天
平
七
年
（
七
三
五
）
に
蹄
着
し
た
前
出
の
玄
防
と
吉
備

員
備
で
あ
る
。
玄
防
が
玄
宗
か
ら
紫
袈
裟
を
賜
わ
り
、
諸
種
の
佛
像
と
開
元
十

藤

善

厩

澄



八
年
（
七
三

0
)
!2
編
纂
さ
れ
た
『
開
元
繹
敦
録
』
所
載
の
入
蔵
鰹
五
千
四
十

八
巻
を
持
ち
蹄
り
、
こ
れ
を
も
と
に
光
明
皇
后
の
五
月
一
日
鰹
が
角
寺
の
寓
鰹

(
4
)
 

所
で
書
寓
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

吉
備
員
備
ほ
儒
學
、
律
令
、
儀
證
、
軍
事
な
ど
を
博
く
習
得
し
た
が
、
蹄
朝

し
て
彼
が
獣
上
し
た
物
色
に
は
多
く
の
器
具
の
ほ
か
高
宗
朝
の
『
顕
慶
證
』
と

思
わ
れ
る
『
唐
蓋
』
百
三
十
巻
、
『
大
術
暦
経
』
一
巻
、
『
大
術
暦
立
成
』
十

1

一
巻
、
『
榮
書
要
録
』
十
巻
が
み
え
（
『
績
日
本
紀
』
天
平
七
年
四
月
二
十
六
日
條
）
、

ま
た
『
東
観
漢
記
』
百
二
十
三
巻
を
賂
来
し
た
事
賓
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
大

庭
脩
氏
が
『
東
観
漢
記
』
を
紹
介
す
る
藤
原
佐
世
の
『
日
本
國
見
在
書
目
』
の

原
注
を
も
と
に
倶
備
自
注
の
賂
来
目
録
の
存
在
と
、
留
學
生
も
留
學
僧
と
同
様
、

目
録
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
た
の
に
は
賛
成

(
5
)
 

で
あ
る
。
も
と
も
と
は
日
本
の
慣
例
と
い
う
よ
り
中
國
の
目
録
や
外
國
使
節
に

求
め
た
貢
物
色
目
等
に
稜
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
失
わ
れ
た
目
録
に
は
他
に

多
く
の
典
籍
が
記
入
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
書
雖
に

な
ら
び
、
あ
る
い
は
書
寓
さ
れ
た
個
人
の
蔵
書
を
買
い
受
け
、
さ
ら
に
は
寓
鰹

生
・
書
生
な
ど
に
依
頼
し
た
も
の
の
ほ
か
、
自
ら
が
抄
寓
し
た
も
の
も
多
か
っ

た
で
あ
っ
た
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
『
延
喜
式
』
巻
一
―

10
・
大
蔵
省
條
に
は
入
諸
蕃
使
へ
の
賜
物
が
記

載
さ
れ
て
お
り
、
入
唐
使
の
場
合
、
大
使
に
は
「
施
六
十
疋
、
綿
一
百
五
十
屯
、

布
一
百
五
十
端
」
、
副
使
に
は
「
施
四
十
疋
、
綿
一
百
屯
、
布
一
百
端
」
、
判
官

に
は
「
施
十
疋
、
綿
六
十
屯
、
布
四
十
端
」
そ
し
て
留
學
生
・
留
學
僧
に
は
そ

れ
ぞ
れ
「
施
四
十
疋
・
綿
ー
百
屯
・
布
八
十
端
」
、
還
學
僧
に
は
「
防
二
十
疋
．

ち
な
み
に
前
稿
「
薬
師
寺
東
塔
擦
銘
と
西
明
寺
鍾
銘
」
で
は
有
名
な
薬
師
寺

綿
六
十
屯
・
布
四
十
端
」
と
あ
る
。
滞
在
年
敷
の
長
短
に
よ
っ
て
事
情
は
異
な

っ
て
こ
よ
う
が
在
唐
十
八
年
の
玄
防
や
鳳
備
な
ど
に
は
困
窮
の
影
が
つ
き
ま
と

っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
推
測
を
裏
‘
｀
つ
け
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て

『
日
本
書
紀
』
の
持
統
四
年
（
六
九

0
)
＋
月
條
に
大
伴
部
博
廠
に
典
え
ら
れ

た
嘉
詔
の
こ
と
が
み
え
る
。
博
麻
は
百
演
救
援
軍
の
一
兵
士
と
し
て
海
を
渡
っ

た
が
敗
れ
て
捕
慮
と
な
り
唐
へ
連
行
さ
れ
た
。
高
宗
の
麟
徳
元
年
（
六
六
四
・

天
智
一
―
-
）
唐
の
情
勢
を
日
本
に
博
え
ん
も
の
と
、
急
ぎ
蹄
國
を
企
て
た
留
學
生

の
氷
連
老
人
や
土
師
連
富
抒
・
筑
紫
君
薩
野
（
夜
）
馬
、
弓
削
連
元
賓
兒
（
超

元
賓
）
ら
が
費
用
の
捻
出
に
苦
し
ん
で
い
る
の
を
知
り
、
博
麻
は
自
分
の
身
を

賣
っ
て
計
畳
を
助
け
た
。
よ
う
や
く
蹄
國
で
き
た
こ
の
年
、
忠
義
の
心
を
賞
揚

年
次
は
白
雉
四
年
（
六
五
三
・
唐
永
徽
四
）
で
あ
っ
て
在
唐
十
年
の
キ
ャ
リ
ア

を
持
つ
が
、
こ
の
二
。
ヒ
ソ
ー
ド
こ
そ
長
期
滞
在
の
留
學
生
、
留
學
僧
ら
が
必
ず

し
も
裕
り
あ
る
生
活
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
く
れ
る
。

こ
の
限
り
あ
る
滞
在
費
を
典
籍
の
購
入
や
書
寓
に
あ
て
た
彼
ら
の
努
力
は
多

と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
に
自
ら
が
筆
寓
し
た
書
籍
や
文
書
・
記
録

の
最
も
相
嘗
敷
に
上
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
漢
籍
の
賂
来

は
頻
繁
に
、

し
か
も
大
量
に
行
わ
れ
大
陸
文
化
導
入
の
主
役
を
終
始
演
じ
つ
づ

け
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
か
し
漢
籍
に
目
を
奪
わ
れ
る
あ
ま
り
、
有
形
、
無

形
に
わ
た
る
脇
役
逹
の
存
在
と
そ
の
賓
放
を
軽
ん
じ
、
あ
る
い
は
見
逃
し
て
は

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
れ
務
大
雖
の
位
に
綾
せ
ら
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
氷
連
老
人
ら
の
入
唐

一八



ス
ボ
ッ
ト
を
営
て
て
み
た
い
と
い
う
懐
い
か
ら
で
も
あ
っ
た
。

東
塔
の
擦
銘
が
唐
都
長
安
の
西
明
寺
梵
鍾
銘
を
も
と
に
書
か
れ
た
と
す
る
先
學

の
指
摘
を
ふ
ま
え
、
「
西
明
寺
鍾
銘
」
は
西
明
寺
上
座
で
あ
っ
た
道
宣
の
手
に

も
の
を
参
考
に
し
た
と
み
る
よ
り
は
西
明
寺
に
住
し
、

な
る
こ
と
を
論
證
し
た
。
あ
わ
せ
て
逍
宜
が
編
纂
し
た
『
廣
弘
明
集
』
所
録
の

か
つ
蹄
國
ご
薬
師
寺
の

移
建
に
も
貢
獣
し
た
道
慈
が
梵
鐘
か
ら
直
接
に
寓
し
取
っ
た
メ
モ
を
生
か
し
た

と
み
る
の
も
面
白
く
、
ま
た
そ
れ
が
員
質
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て

(
6
)
 

お
い
た
。
道
宣
の
『
廣
弘
明
集
』
か
道
慈
の
メ
モ
か
、
い
ず
れ
と
も
判
断
し
に

く
い
問
題
に
、
し
か
も
「
西
明
寺
鍾
銘
」
を
道
宜
の
作
と
論
じ
た
筆
者
に
と
っ

に
隠
れ
、

て
最
も
無
難
で
あ
る
は
ず
の
前
者
を
差
し
置
き
、
敢
て
メ
モ
に
加
擁
し
た
ゆ
え

ん
は
、
大
陸
文
化
の
受
容
に
決
定
的
な
役
割
り
を
果
し
た
内
外
典
籍
の
華
か
さ

ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
メ
モ
の
放
用
に
、
い
さ
さ
か
の

こ
こ
で
文
書
お
よ
び
記
録
の
定
義
を
論
ず
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
が
、
典
籍

を
除
き
意
思
博
逹
の
用
件
を
記
す
狭
義
の
文
書
類
と
し
て
偲
存
し
、
著
録
さ
れ

た
告
身
、
公
験
、
過
所
あ
る
い
は
奏
朕
、
書
朕
、
公
移
、
牒
文
は
て
ほ
印
章
に

至
る
ま
で
、
日
中
闘
係
史
の
み
な
ら
ず
往
時
の
國
際
情
勢
や
中
國
社
會
を
知
る

貴
重
な
史
料
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
官
文
書
に
つ
い
て
は
専
論
も
多
く

研
究
が
進
ん
で
い
る
。
し
か
し
私
文
書
と
り
わ
け
記
録
・
備
忘
録
の
類
は
、
や

が
て
著
述
や
編
纂
物
に
吸
牧
さ
れ
棄
て
去
ら
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
た
め
か
、
ほ

と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
思
う
に
よ
り
狭
く
自
己
の
た
め
の
備
忘
録

に
限
定
し
て
も
、
そ
の
累
積
し
た
記
録
に
日
付
が
加
え
ら
れ
、
や
が
て
日
記
・

旅
行
記
へ
と
展
開
す
る
次
第
を
考
え
れ
ば
、
直
接
見
聞
し
髄
験
し
た
も
の
だ
け

文
書
・
記
録
の
日
中
文
化
交
流

一九

ま
た
西
方
で
は
蘊
弦
を
降
し
雲
南
で
は
松
外
諸
藩
を
伐
ち
、
内
附
す
る
も
の

に
放
用
の
ほ
ど
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
古
文
書
と
同
様
、
記
録
に
よ

る
文
化
受
容
に
闘
心
を
排
う
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

『
葱
唐
書
』
巻
一
九
九
上
•
新
羅
傭
に
、
唐
太
宗
の
貞
観
二
二
年
、
新
羅

の
員
徳
王
が
派
遣
し
た
金
春
秋
が
、
國
學
に
詣
り
て
繹
尊
と
諧
論
を
観
た
い
と

「
晉
祠
碑
」

請
う
た
と
き
太
宗
は
自
製
の
「
温
湯
碑
」

『
晉
書
』
を
賜
典
し
た
と
あ
る
。

こ
の
「
晉
祠
銘
」
は
い
わ
ず
と
知
れ
た
井
州
太
原
の
唐
叔
虞
詞
に
寄
せ
た
太

宗
御
製
の
書
「
晉
祠
之
銘
井
序
」
（
『
金
石
茉
編
』
四
六
）
で
あ
り
、
そ
の
二
年
前

に
太
原
へ
行
幸
し
高
祖
學
兵
ゆ
か
り
の
晉
祠
に
詣
で
た
と
き
の
作
で
あ
る
。
ま

た
「
温
湯
碑
」
と
は
敦
煽
出
土
の
拓
本
に
残
る
「
温
泉
銘
」
の
こ
と
に
違
い
な

い
が
、
雨
方
と
も
王
義
之
風
の
書
を
得
意
と
し
た
太
宗
自
慢
の
行
書
で
あ
る
。

ま
た
「
晉
祠
銘
」
と
同
年
に
編
纂
上
梓
の
『
晉
書
』
を
あ
わ
せ
贈
っ
た
狙
い
は
、

『
晉
書
』
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
宣
帝
と
武
帝
の
雨
本
紀
お
よ
び
陸
機
・
王
義

之
雨
博
の
論
賛
で
、
こ
れ
を
太
宗
自
ら
執
筆
し
た
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
か
ら

と
み
ね
ば
な
ら
な
い
。
時
あ
た
か
も
唐
の
威
令
は
遠
く
及
び
、
西
北
邊
に
勢
力

を
振
っ
て
き
た
膵
延
陀
を
屈
服
さ
せ
た
結
果
、
回
紀
の
南
に
参
天
可
汗
道
を
設

け
、
入
貢
の
た
め
六
八
箇
所
の
騨
を
置
き
食
糧
．
騨
馬
を
配
し
た
い
旨
を
奏
請

さ
れ
た
の
も
、
そ
の
前
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

七
0
部
族
・
十
萬
九
千
餘
戸
と
い
う
戦
果
を
あ
げ
て
お
り
、

王
玄
策
が
イ
ン
ド

(=:) 

と

な
ら
び
に
自
撰
の



を
伐
っ
て
大
捷
を
博
し
凱
旋
し
た
の
ほ
、
こ
の
年
の
こ
と
で
あ
る
。
何
よ
り
も

注
目
す
べ
き
は
、
太
宗
が
前
回
の
失
敗
に
も
め
げ
ず
第
三
次
高
句
麗
遠
征
に
乗

り
出
す
準
備
を
着
々
と
押
し
進
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
積
極
的

な
封
外
戦
略
を
展
開
中
の
太
宗
が
、
高
句
麗
・
百
演
と
仇
敵
の
閲
柄
に
あ
り
、

か
つ
唐
と
は
服
腸
開
係
に
あ
る
新
羅
の
使
節
へ
自
筆
の
碑
銘
を
賜
興
し
た
意
中

を
付
度
す
る
と
き
、
内
容
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
碑
銘
は
輩
な
る
碑
銘
に
終

る
も
の
で
は
な
く
な
る
。
そ
れ
は
大
唐
帯
國
や
天
可
汗
の
榮
光
と
威
態
を
凝
縮

し
代
辮
さ
せ
た
外
交
文
書
に
様
菱
り
し
、
時
と
し
て
國
書
に
も
匹
敵
す
る
役
割

を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
お
お
よ
そ
典
籍
を
含
め
て
、
文
獣
に

は
相
互
の
目
的
に
よ
っ
て
、
性
格
・
内
容
を
超
え
た
放
用
の
期
待
さ
れ
る
場
合

も
あ
る
が
、
本
論
で
は
飽
迄
も
著
作
、
編
纂
物
に
埋
没
し
た
記
録
、
メ
モ
類
に

焦
貼
を
絞
り
、
そ
の
果
た
し
た
役
割
の
一
端
を
垣
閲
み
る
こ
と
に
す
る
。

長
期
滞
在
の
留
學
生
、
留
學
僧
逹
は
典
籍
蒐
集
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
歳
月
に

比
例
し
て
文
書
や
記
録
を
も
多
く
残
し
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
玄
防
の
『
五
台
山
記
』
は
示
唆
的
で
あ
る
。
『
七
大
寺
巡
膿
私
記
』
興
謳
寺

條
に
「
〔
玄
防
〕
僧
正
五
台
山
記
」
と
し
て
玄
防
が
慶
寛
と
入
唐
し
、
開
元
十

三
年
四
月
に
五
豪
山
へ
登
り
敷
か
ず
の
霊
瑞
を
継
験
し
た
話
を
偲
え
て
い
る
。(

7
)
 

こ
れ
を
玄
防
の
寅
儘
験
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
東
野
浩
之
氏
説
に
従
う
な
ら
ば

最
古
の
旅
行
記
で
あ
り
、
わ
が
國
の
文
殊
信
仰
、
五
台
山
詣
で
に
先
鞭
を
つ
け

た
貴
重
な
史
料
と
な
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
同
様
の
記
録
が
他
に
存
在
し
た
こ
と

を
充
分
豫
測
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
『
五
台
山
記
』
が
全
髄
と
し
て
ど

の
よ
う
な
證
裁
を
取
っ
た
も
の
な
の
か
断
定
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
侠
文
を

録
と
推
定
さ
れ
る
。

今
、
『
五
台
山
記
』
よ
り
古
い
、
旅
行
記
風
の
日
本
最
古
の
記
録
で
あ
る

「
伊
吉
連
博
徳
書
」
を
例
に
と
れ
ば
、
備
忘
録
と
し
て
の
性
格
が
鮮
明
に
認
め

ら
れ
る
。
博
徳
ほ
齊
明
天
皇
（
六
五
九
）
、
遣
唐
大
使
坂
合
部
石
布
（
磐
鍬
）

の
判
官
と
な
り
副
使
津
守
吉
詳
の
第
二
船
に
乗
り
込
み
出
航
し
た
。
彼
ら
は
、

遭
難
し
た
第
一
船
の
石
布
に
か
わ
っ
て
百
済
の
島
を
経
由
し
て
越
州
に
上
陸
、

洛
陽
に
赴
き
高
宗
に
謁
見
し
、
無
事
大
任
を
果
し
た
。
が
不
幸
に
も
唐
に
よ
る

百
済
征
伐
の
時
に
遭
遇
し
禁
足
を
喰
ら
っ
た
の
ち
齊
明
七
年
五
月
に
よ
う
や
く

蹄
國
で
き
た
。
そ
の
一
部
始
終
を
偲
え
た
も
の
が
「
博
徳
書
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、

(
8
)
 

報
告
の
た
め
記
録
さ
れ
た
も
の
を
諦
朝
後
に
ま
と
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

己
が
じ
し
入
唐
次
第
を
綴
っ
た
の
か
、
博
徳
が
記
録
を
揃
営
す
る
役
で
あ
っ

た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
留
學
僧
に
さ
え
諜
報
活
動
を
強
い
た
ふ

(
9
)
 

し
が
認
め
ら
れ
る
時
代
の
こ
と
、
唐
側
の
情
報
を
細
大
漏
ら
さ
ず
入
手
し
た
か

っ
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
入
宋
僧
成
尋
が
育
然
法
橋
の
『
在
唐
記
』
を
ガ
イ
ド

(10) 

プ
ッ
ク
と
し
て
携
行
し
た
こ
と
で
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
後
に
綾
く
者
の
た

め
に
記
録
を
残
す
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
ま
た
要
請
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

「
日
本
書
紀
』
巻
二
六
．
齊
明
天
皇
五
年
（
六
五
九
）
秋
七
月
戊
寅
の
條
に
引

く
「
博
徳
書
」
に
は

〔
九
月
〕
十
六
日
夜
半
之
時
、
吉
詳
連
船
行
、
到
越
州
會
稽
縣
須
岸
山
、

東
北
風
、
風
太
急
、
廿
二
日
、
行
到
餘
挑
縣
、
所
乗
大
船
及
諸
調
度
之
物
、

留
着
彼
慮
、
潤
十
月
一
日
、
行
到
越
州
之
底
、
十
月
十
五
日
、
乗
騨
入
京
、

見
る
か
ぎ
り
圃
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
證
行
記
』
に
先
行
す
る
旅
行
記
風
の
備
忘

二
0



廿
九
日
、
馳
到
東
京
、
天
子
在
東
京
。

〔
九
月
〕
十
六
日
、
夜
半
の
時
‘
[
津
守
〕
吉
詳
連
の
船
ほ
行
き
て
越
州

は
げ

の
會
稽
縣
の
須
岸
山
に
到
る
。
東
北
の
風
ふ
く
。
風
ふ
く
こ
と
太
だ
急
し
。

そ

な

え

廿
二
日
、
行
き
て
餘
挑
縣
に
到
る
。
乗
る
所
の
大
船
及
び
諸
の
調
度
の
物

お

も

と

は
彼
の
慮
に
留
め
着
く
。
閏
十
月
一
日
、
行
き
て
越
州
の
底
（
府
の
誤
り
か
）

に
到
る
。
十
月
十
五
日
、
騨
に
乗
じ
て
京
に
入
る
。
廿
九
日
、
馳
せ
て
東

京
に
到
る
。
天
子
は
東
京
に
在
り
。

と
あ
る
。
博
徳
が
乗
っ
た
津
守
吉
詳
連
の
第
二
船
は
會
稽
縣
の
須
岸
山
に
逹
し
、

そ
こ
か
ら
餘
挑
縣
を
へ
て
越
州
に
到
着
し
た
わ
け
で
あ
る
。
須
岸
山
に
つ
い
て

は
『
東
征
催
』
に
も
み
え
、
珠
巖
山
す
な
わ
ち
象
山
と
す
る
藤
田
元
春
説
に
封

(11) 

し
、
安
藤
更
生
氏
は
現
在
の
朱
家
尖
に
営
て
る
が
、
今
ひ
と
つ
明
確
で
は
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
第
二
船
は
餘
挑
縣
ま
で
乗
り
入
れ
て
こ
こ
に
繋
饒
し
、
陸
路
越

州
に
赴
い
た
の
で
あ
り
、
風
待
ち
足
留
め
な
ど
を
考
え
れ
ば
、
日
程
に
も
記
述

に
も
奇
妙
な
と
こ
ろ
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
十
五
日
、
騨
に
乗
じ
て
東
都
洛
陽
に

向
わ
せ
、
そ
し
て
高
宗
に
謁
見
す
る
ま
で
の
越
州
ー
洛
陽
開
に
つ
い
て
は
記
事

が
完
全
に
鋏
落
し
て
い
る
。
こ
れ
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
か
迷
う
と
こ
ろ
で
は

あ
る
が
、
内
容
的
に
は
連
綾
し
て
お
り
輩
な
る
節
略
と
も
思
え
な
い
。

一
行
は
越
州
ー
洛
陽
開
二
八
七
〇
里
を
十
五
日
ほ
ど
で
通
過
し
た
こ
と
に
な

(12) 

っ
て
い
る
。
唐
代
の
騨
博
制
に
よ
れ
ば
『
新
唐
書
』
巻
四
六
・
百
官
志
・
證
部

主
客
郎
中
條
に

乗
偲
者
、
日
四
騨
、
乗
騨
者
六
騨

な
る
規
定
が
み
え
、
三
十
里
一
騨
の
原
則
で
試
算
す
る
と
一
日
の
行
程
は
偲
馬

文
書
・
記
録
の
日
中
文
化
交
流

ーニ

0
里
・
騨
馬
一
八
〇
里
と
な
り
、
博
徳
ら
の
十
五
日
は
騨
馬
の
も
の
に
ほ

(13) 

ぽ
一
致
す
る
。
し
か
し
顕
慶
五
年
の
蹄
路
に
お
い
て
十
一
月
廿
四
日
東
京
痰
、

翌
年
正
月
廿
五
日
越
州
着
の
六
十
一
日
を
要
し
た
こ
と
と
あ
わ
せ
、
閏
月
を
含

(14) 

め
て
日
付
に
な
に
が
し
か
混
風
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
さ
ら
に
越
州
ー
洛
陽

開
の
交
通
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
水
騨
す
な
わ
ち
運
河
の
併
用
を
念
頭
に
置
く
必

要
が
あ
る
。

式
」
を
引
い
て

(15) 

①
蕃
客
の
入
朝
に
は
、
在
路
に
於
い
て
〔
蕃
〕
客
と
交
雑
す
る
を
得
ざ
れ
。

＠
亦
〔
蕃
〕
客
を
し
て
〔
唐
〕
人
と
言
語
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

⑱
州
縣
の
官
人
は
、
若
し
事
無
く
ん
ば
亦
、
客
と
相
い
見
ゆ
る
を
得
ざ
れ
。

の
禁
止
行
為
規
定
一
二
則
を
紹
介
し
て
お
り
、
こ
れ
は
わ
が
『
延
喜
式
』
巻
ニ
―

で
も
な
く
職
制
律
の
「
漏
泄
大
事
」
條
に
リ
ソ
ク
す
る
内
容
で
あ
っ
て
、
國
家

機
密
を
漏
泄
し
た
者
は
絞
刑
に
慮
せ
ら
れ
、
重
大
な
機
密
で
な
い
事
で
も
徒
一(16) 

年
半
と
し
、
外
國
使
節
に
泄
ら
せ
ば
一
等
を
加
え
重
き
も
の
は
斬
刑
と
な
っ
た
。

如
上
の
規
定
を
も
と
に
「
博
徳
書
」
で
越
州
ー
洛
陽
聞
の
記
録
が
鉄
落
し
、

蹄
路
に
お
い
て
も
同
様
に
東
京
か
ら
越
州
ヘ
一
足
飛
び
で
あ
る
事
情
を
勘
案
す

る
と
、
そ
の
開
の
記
録
が
蹄
朝
報
告
と
し
て
直
裁
に
は
不
必
要
で
あ
り
節
略
し

た
と
す
れ
ば
い
と
も
簡
箪
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
は
面
白
く
な
い
。
こ
の
旅
程
に

は
必
要
最
小
限
の
應
接
を
除
い
て
外
部
と
の
交
わ
り
を
断
た
れ
た
結
果
、
ほ
と

ん
ど
筆
に
す
べ
き
材
料
入
手
が
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
と
見
る
の
が
合
理
的
で
は

の
玄
蕃
寮
條
に
も
採
用
さ
れ
る
な
ど
、

よ
く
知
ら
れ
た
條
項
で
あ
る
。

い
う
ま

と
こ
ろ
で
『
唐
律
疏
議
』
巻
八
・
衛
禁
律
に
は
使
節
往
来
に
か
ん
し
「
主
客



賓
蘊
八
年
、
第
十
四
次
遣
唐
使
の
報
告
に
は
松
浦
郡
橘
の
浦
に
到
泊
し
た
第

三
船
の
判
官
小
野
滋
野
の
上
奏
が
あ
り
、
こ
の
中
で
も
海
陵
縣
に
着
き
揚
州
大

都
督
府
に
て
慮
分
を
受
け
て
の
ち
揚
州
か
ら
京
に
と
ぶ
。
第
一
船
に
て
天
草
に

漂
着
し
た
大
伴
宿
禰
織
人
も
ま
っ
た
く
同
様
の
報
告
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
延

暦
二
十
三
年
の
藤
原
葛
野
廠
呂
の
場
合
も
、
輻
州
か
ら
上
都
に
赴
く
こ
と
が
書

吠
に
書
き
つ
ら
ね
て
あ
る
。
こ
れ
も
同
様
の
事
情
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
も
し
博
徳
書
が
日
記
あ
る
い
は
旅
行
記
と
し
て
成
熟
し
た
も
の

で
あ
れ
ば
、
顕
慶
四
年
十
二
月
よ
り
五
年
八
月
に
至
る
百
演
遠
征
に
伴
う
西
京

幽
閉
の
際
ほ
や
む
を
得
な
い
と
し
て
も
、
往
復
の
行
旅
に
お
い
て
は
、
な
ん
ら

か
の
コ
メ
ン
ト
を
残
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
「
博
襟
書
」
を

立
髄
的
に
検
討
さ
れ
た
北
村
氏
が
白
雉
五
年
十
二
月
條
を
除
く
博
徳
に
つ
い
て

日
記
風
記
録
で
あ
り
旅
行
記
風
記
録
で
あ
る
と
い
う
貼
で

A

（
白
雉
五
年

二
月
條
所
引
・
筆
者
注
）
と
形
式
を
異
に
し
て
い
る
が
、
し
か
し
輩
な
る
日

記
で
も
旅
行
記
で
も
な
い
。
そ
れ
は
日
程
・
旅
程
の
記
事
が
か
な
り
詳
細

で
は
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
毎
日
毎
日
を
断
片
的
に
記
録
に
と
ど
め

た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
後
に
な
っ
て
一
個
の
髄
験
記
と
し
て

(17) 

整
理
統
一
し
た
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
簡
潔
な
ま
と
ま
り
を
示
し
て
い
る
。

と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
も
、
む
べ
な
る
か
な
で
あ
る
。

「
博
徳
書
」
は
日

附
を
採
用
し
な
が
ら
「
以
已
未
年
七
月
三
日
、
稜
自
難
波
三
津
之
浦
」
に
も
伺

わ
れ
る
よ
う
に
日
記
、
旅
行
記
と
し
て
は
未
成
熟
、
記
録
の
域
を
脱
し
切
っ
て

い
な
い
。
圃
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
證
行
記
』
な
ど
と
比
較
す
れ
ば
一
目
瞭
然
で

な
か
ろ
う
か
。

使
人
謹
答
、
天
地
合
線
、
自
得
平
安
。

舟
日
、

回

あ
る
。
や
は
り
備
忘
録
風
に
書
き
と
め
た
随
行
記
録
を
編
集
し
な
お
し
た
と
見

る
の
が
正
鵠
を
射
て
い
よ
う
。

「
博
徳
書
」
で
最
も
注
目
し
た
い
の
は
「
舟
日
、
天
子
相
見
、
問
訊
之
」

の
く
だ
り
で
あ
る
。
こ
の
年
紀
が
潤
十
月
二
十
九
日
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
坂

本
太
郎
氏
に
論
證
が
あ
り
、
ま
た
相
見
問
訊
の
儀
が
博
穂
入
唐
の
前
年
（
顕
慶

三
・
六
五
八
年
）
に
頒
行
さ
れ
て
い
る
唐
儀
證
、
い
わ
ゆ
る
顕
慶
證
に
あ
っ
た

(18) 

賓
證
に
基
づ
き
執
り
行
わ
れ
た
も
の
と
は
大
庭
脩
氏
の
指
摘
が
あ
る
。

①
舟
日
、
天
子
相
見
問
訊
之
、

日
本
國
天
皇
平
安
以
不
、

と

わ

天
子
、
相
い
見
え
て
問
訊
る
。

日
本
國
の
天
皇
、
平
安
に
て
ま
し
ま
す
や
不
や
、
と
。

使
人
謹
み
て
答
う
、
天
地
に
徳
を
合
せ
て
、
自
ら
に
平
安
な
る
こ
と
を
得
、

と②
天
子
問
曰
、
執
事
卿
等
、
好
在
以
不
゜

使
人
謹
答
、
天
皇
憐
重
、
亦
得
好
在
。

さ

合

は

む

ペ

天
子
問
う
て
曰
く
、
事
を
執
る
卿
等
、
好
く
在
る
や
不
や
、
と
。

め
ぐ
み
た
ま

使
人
謹
み
て
答
う
、
天
皇
の
憐
重
え
ば
、
亦
好
く
在
る
こ
と
を
得
、
と
。



天
子
問
う
て
日
く
、

使
人
謹
み
て
答
う
、

國
内
は
平
か
な
り
や
不
や
、
と
。

つ
つ
が

治
は
天
地
に
稲
い
て
、
萬
民
事
無
し
、
と
。

天
子
問
う
て
曰
く
、
此
れ
等
、
蝦
夷
の
國
は
何
れ
の
方
に
有
る
や
、
と
。

使
人
謹
み
て
答
う
、
國
は
東
北
に
在
り
、
と
。

⑤
天
子
問
日
、
蝦
夷
幾
種
。

使
人
謹
答
、
類
有
一
一
一
種
、
遠
者
名
都
加
留
、
次
者
鹿
蝦
夷
、
近
者
名
熟
蝦

夷
、
今
此
熟
蝦
夷
、
毎
歳
入
貢
本
國
之
朝

天
使
問
う
て
曰
く
、
蝦
夷
は
幾
種
ぞ
、
と
。

あ
ら
え

次
は
癒
蝦

使
人
謹
み
て
答
う
、
類
三
種
有
り
、
遠
き
は
津
加
留
と
名
い
、

み

し

に

き

ご

と

や

ま

と

夷
、
近
き
は
熟
蝦
夷
と
名
う
。
今
の
此
ほ
熟
蝦
夷
な
り
。
歳
毎
に
本
國
の

ま

い

朝
に
入
貢
る
、
と
。

⑥
天
子
問
日
、
其
國
有
五
穀

使
人
謹
答
、
無
之
、
食
肉
存
活

た
な
つ
も
の

天
子
問
う
て
日
く
、
其
の
國
に
五
穀
有
り
や
、
と
。

わ

た

ら

使
人
謹
み
て
答
う
、
無
し
。
肉
を
食
い
て
存
活
う
、
と
。

文
書
・
記
録
の
日
中
文
化
交
流

④
天
子
問
曰
、
此
等
蝦
夷
國
、
有
何
方
。

使
人
謹
答
、
國
有
東
北

③
天
子
問
日
、
國
内
平
不
゜

使
人
謹
答
、
治
稲
天
地
、
萬
民
無
事
。

⑦
天
子
問
日
、
國
有
屋
舎

使
人
謹
答
、
無
之
、
深
山
之
中
、
止
住
樹
本
。

や

か

す

天
子
問
う
て
日
く
、
國
に
屋
舎
有
り
や
、
と
。

使
人
謹
み
て
答
う
、
無
し
。
深
山
の
中
に
し
て
、
樹
の
本
に
止
住
い
す
、

(19) 。
と⑧

天
子
重
〔
問
〕
日
、
朕
見
蝦
夷
身
面
之
異
、
極
理
喜
怪
、
使
人
遠
末
辛

苦
、
退
在
館
裏
、
後
更
相
見
。

天
子
重
ね
て
〔
問
う
〕
て
曰
く
、
朕
見
る
に
、
蝦
夷
の
身
面
は
異
に
し
て

極
理
て
奇
怪
な
り
。
使
人
ら
遠
く
末
り
て
辛
苦
ら
む
、
退
き
て
館
の
裏
に

在
れ
。
後
に
更
め
て
相
い
見
み
え
ん
、
と
。

後
半
は
末
尾
の
慰
榜
部
分
を
除
き
蝦
夷
を
め
ぐ
る
質
疑
應
答
で
埋
め
ら
れ

て
い
る
。
「
博
徳
書
」
に
は
見
嘗
た
ら
な
い
が
『
日
本
書
紀
』
に
は
男
女
二
人

(21) 

の
蝦
夷
を
伴
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
風
膿
に
高
宗
が
す
こ
ぶ
る
興

味
を
示
し
た
様
子
が
分
る
。
そ
こ
に
は
文
書
で
は
味
わ
え
ぬ
、
朝
見
の
緊
迫
し

た
雰
園
氣
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
臨
場
感
に
あ
ふ
れ
て
お
り
、
封
面
し
て

行
わ
れ
た
や
り
と
り
の
ま
ま
が
記
録
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
け
だ
し
高
宗

が
直
接
使
節
に
盤
を
か
け
、
使
節
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
言
上
で
き
る
わ
け
で
は
な

く
、
す
べ
て
通
事
舎
人
を
介
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
博
徳
書
」
の
接
見
儀
は
『
大
唐
開
元
證
』
の
賓
證
、
と
り
わ
け
「
皇
帝
受
蕃

使
表
及
幣
」
の
條
項
に
相
営
す
る
が
、
應
答
の
場
面
に
つ
い
て
原
文
を
示
せ
ば
、



成
尋
の

餌

〔
通
事
〕
舎
人
前
承
敷
、
降
詣
使
者
前
、
問
蕃
國
主
、
使
者
再
拝
、
封
屹

又
再
拝
、
舎
人
回
奏
、
又
救
問
其
臣
下
、
使
者
再
拝
封
、
又
勢
使
者
以
下
、

拝
到
及
舎
人
廻
奏
、
並
如
常

す
す

舎
人
前
み
て
敷
を
承
け
、
降
り
て
使
者
の
前
に
詣
り
、
蕃
園
主
を
問
う
。

使
者
再
拝
し
、
到
え
屹
ら
ば
ま
た
再
拝
す
。
舎
人
回
り
奏
す
。
又
敷
を
承

け
て
其
の
臣
下
を
問
う
。
使
者
再
拝
し
て
封
う
。
又
使
者
以
下
を
勝
う
。

(
2
2
3
 

拝
封
及
び
舎
人
の
廻
り
奏
す
る
こ
と
、
並
び
に
常
の
如
く
す

「
博
徳
書
」
に
描
寓
さ
れ
た
次
第
と
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
が
、
例
外
は
蝦
夷
に

つ
い
て
の
下
問
敷
條
で
あ
り
、
む
す
ぴ
の
「
使
人
遠
く
来
た
り
て
辛
苦
れ
ば
、

退
き
て
館
の
裏
に
在
れ
」
ま
で
も
賓
證
の
「
使
者
以
下
を
努
う
」
に
相
應
し
て

い
る
。
「
博
徳
書
」
の
確
か
さ
、
ひ
い
て
は
博
徳
が
い
か
に
誤
り
な
く
メ
モ
を

取
っ
て
い
た
か
を
證
撼
だ
て
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

『
参
天
台
五
豪
山
記
』
巻
四
、
煕
寧
五
年
十
月
五
日
條
に
「
博
徳

書
」
を
坊
彿
さ
せ
る
記
載
が
み
え
る
。
成
尋
ら
一
行
は
こ
の
月
十
一
日
、
東
京

開
封
に
到
着
す
る
と
、
早
速
使
者
を
た
て
て
参
着
を
報
告
、
宜
旨
が
降
る
の
を

待
っ
た
。
十
三
日
、
太
平
興
國
寺
偲
法
院
か
ら
偲
法
院
を
宿
舎
と
す
る
旨
の
命

が
あ
っ
た
の
で
来
る
よ
う
に
と
の
連
絡
が
と
ど
き
、
馬
で
偲
法
院
に
向
か
い
、

朝
散
大
夫
・
試
鴻
腫
少
卿
・
同
繹
継
宣
秘
大
師
・
賜
紫
慧
賢
ら
の
末
迎
を
う
け

て
宿
房
に
入
っ
た
。

午
の
時
、
救
使
の
侍
中
御
薬
碑
悼
来
坐
す
。
通
事
を
以
て
種
々
の
事
を
問

す

(23) 

答
す
。
公
家
の
寺
家
に
日
本
僧
八
人
と
通
事
の
日
演
を
下
さ
る
る
文
書
三

枚
を
客
省
に
送
ら
る
。
郎
ち
捺
印
す
。
儀
式
は
優
義
な
り
。
黄
門
は
女
磐

な
る
に
依
り
て
勾
嘗
の
僧
を
召
し
、
敷
剋
、
沙
汰
さ
る
る
こ
と
最
も
丁
寧

な
り
。

こ
の
御
薬
と
は
入
内
内
侍
省
東
頭
供
奉
官
・
勾
嘗
御
薬
院
・
偲
法
院
事
の
李
舜

奉
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
文
字
通
り
偲
法
院
擁
嘗
の
、
ま
さ
に
「
黄

門
は
女
墨
」
に
相
應
す
る
宦
官
で
あ
る
。

李
舜
奉
、
字
は
公
輔
、
謳
を
忠
慾
と
い
い
『
宋
史
』
四
六
七
・
宦
者
二
に
本

偲
が
あ
る
。
『
参
記
』
中
に
は
李
供
奉
あ
る
い
は
御
薬
と
み
え
、
李
舞
奉
、
李

無
拳
と
誤
寓
さ
れ
て
い
る
が
、
営
時
偲
法
院
を
あ
ず
か
り
成
尋
ら
の
公
的
慮
置

に
嘗
っ
た
人
物
で
あ
る
。
彼
は
仁
宗
・
英
宗
の
信
任
を
受
け
紳
宗
朝
に
は
内
侍

と
し
て
最
大
級
の
活
躍
を
見
せ
、
「
頗
る
書
偲
を
覧
、
文
辟
筆
證
を
能
く
し
」

御
薬
院
に
あ
る
こ
と
十
四
年
、
稗
宗
は
「
李
舜
奉
、
公
忠
奉
上
、
恭
勤
検
身
、

終
始
惟
一
、
以
安
以
榮
」
な
る
十
九
字
の
親
筆
を
賜
わ
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
宦

官
に
し
て
は
硬
骨
の
人
で
執
政
の
王
珪
・
王
安
石
に
到
し
て
も
毅
然
た
る
態
度

で
接
し
筋
を
通
し
た
と
い
う
。
の
ち
西
夏
と
の
作
戦
に
、
『
夢
漢
筆
談
』
で
名

高
い
沈
括
ら
の
守
る
延
州
に
特
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
、
銀
州
故
城
の
北
方
に
永

榮
城
を
築
い
て
前
線
基
地
と
し
た
が
、
元
豊
五
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
た
西

(24) 

夏
軍
の
猛
攻
に
あ
い
二
萬
の
兵
と
と
も
に
全
減
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
成
尋
が

携
帯
し
た
太
政
官
稜
行
の
阿
闇
梨
官
符
を
見
せ
る
よ
う
求
め
、
か
つ

以
て
出
し
見
せ
る
に
、
寺
の
賜
紫
僧
を
以
て
天
覧
の
為
に
書
寓
せ
し
め
印

ニ
四



と
い
う
。
た
だ
御
薬
自
身
の
好
奇
心
と
い
う
よ
り
、
身
許
確
認
の
職
責
よ
り
稜

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
翌
日
の
十
四
日
に
や
は
り
李
舜
學
と
思
わ
れ
る
救
使
の
御
薬
が
来

訪
し
問
訊
の
た
め
筆
談
し
た
事
賓
が
あ
る
。
こ
こ
で
成
尋
は
筆
談
に
用
い
た
御

薬
の
メ
モ
を
貼
付
し
た
も
の
ら
し
く
頭
注
に
「
以
下
四
行
、
唐
人
之
書
」
と
い

う
但
し
書
き
が
あ
り
、
文
言
も
重
複
し
て
い
る
。
そ
し
て
御
覧
に
供
す
る
日
本

か
ら
将
来
し
た
物
色
、
成
尋
に
下
さ
れ
た
阿
闇
梨
偲
燈
大
法
師
位
に
補
す
太
政

官
牒
、
皇
太
后
藤
原
寛
子
の
『
法
華
継
』
、
同
皇
太
后
の
六
尺
の
髪
、
育
然
の

『
在
唐
日
記
』
、
圃
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
證
行
記
』
等
を
進
上
し
た
こ
と
を
し

た
た
め
た
あ
と
、
再
び
御
葉
と
の
應
答
が
み
え
る
。

0
叉
被
問
云
、
日
本
自
来
為
甚
不
通
中
國
入
唐
進
奉
゜

答
云
、
愴
波
萬
里
、
人
皆
固
僻
、
國
（
因
）
之
久
絶
也
。

ひ

さ

し

い

か

日
本
は
自
来
く
為
甚
で
中
國
と
通
じ
入
唐
進
奉

又
問
わ
れ
て
云
え
ら
く
、

せ
ざ
る
や
、
埠

答
え
て
云
え
ら
く
、
愴
波
萬
里
、
人
び
と
皆
固
辟
す
。
之
れ
に
因
り
て
久

し
く
絶
え
し
な
り
。

R
叉
被
問
、
郎
今
國
主
姓
甚
゜

答
〔
云
〕
日
本
國
主
本
無
姓
、
雖
聞
有
名
由
、
庶
人
不
知
之
。

た

だ

い

ま

い

か

又
問
わ
れ
て
云
え
ら
く
、
郎
今
の
國
主
の
姓
は
甚
に
、
と
。

答
え
て
〔
云
え
ら
く
〕
日
本
國
主
に
本
よ
り
姓
は
無
し
。
名
有
る
の
由
を

文
書
・
記
録
の
日
中
文
化
交
流

用
和

謹

R
又
〔
被
〕
問
云
、
日
本
近
上
官
人
員
、
呼
甚
、
有
多
少
来
（
乎
）
。

答
、
太
政
大
臣
兼
闊
白
従
一
位
藤
原
某
、
乃
至
参
議
位
階
姓
名
、
依
員
書

進
了
、
御
薬
、
子
一
黙
参
内
畢
゜

又
問
わ
れ
て
云
え
ら
く
、

ほ
と少

有
る
や
、
と
。

答
え
て
〔
云
え
ら
く
〕
太
政
大
臣
兼
閥
白
従
一
位
藤
原
某
〔
頼
通
〕
…
…

乃
至
•
•
•
…
参
議
の
位
階
・
姓
名
を
員
に
依
り
て
書
き
進
め
了
ん
ぬ
。
御
薬

は
子
の
一
貼
に
参
内
し
畢
ん
ぬ
。

李
舜
學
の
質
問
三
箇
條
が
、

問
⑨
お
よ
び
⑩
・
⑯
の
各
條
に
相
應
す
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
李
舜
學
は
あ
ら

か
じ
め
成
尋
ら
の
身
元
を
口
頭
に
て
確
認
し
、
規
定
に
も
と
づ
く
質
問
朕
を
偲

法
院
に
あ
ず
け
解
答
を
準
備
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
宋
朝
の
蕃
客
接
待
、
い

わ
ゆ
る
賓
證
規
定
に
沿
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

成
尋
が
文
書
あ
る
い
は
記
録
を
『
参
記
』
に
貼
付
し
た
痕
跡
は
頻
繁
に
認
め

ら
れ
る
。
巻
三
・
八
月
廿
八
日
の
條
に

ぃ
未
時
、
管
内
副
僧
正
博
敦
臨
壇
首
座
賜
紫
廣
敦
大
師
用
和
、
出
文
朕

⑯
秀
州
管
内
副
僧
正
偲
敦
臨
壇
首
座
賜
紫
廣
敦
大
師
用
和

右

祇

侯

（

候

）

謝

二
五

い

か

い

か

日
本
の
近
上
官
の
人
員
、
呼
ぶ
こ
と
甚
に
。
多

い
ず
れ
も
次
節
の
十
五
日
條
に
み
え
る
紳
宗
の
下

聞
く
と
雖
も
、
庶
人
は
之
を
知
ら
ず
、
と
。



伺
末
坐
船
中
、
志
興
茶
二
瓶
井
燒
香
。
有
断
愧
人
也
。
拝
見
皇
太
后
御
紐
、

顕
密
目
録
了
、
興
文
状
一
紙
在
右

杭
州
を
装
っ
て
＿
―
-
日
目
、
秀
州
に
着
き
、
そ
の
翌
日
、
州
城
北
門
の
兜
率
院
前

に
も
や
い
で
い
る
成
尋
ら
の
船
を
、
秀
州
管
内
副
僧
正
用
和
が
訪
ず
れ
、
名
刺

替
り
の
文
朕
を
出
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
⑭
よ
り
伺
に
本
来
つ
な
が
っ
て

い
た
こ
と
ほ
文
の
構
成
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
閲
に
介
在
す
る
⑯
の
用
和

の
文
朕
は
、
こ
こ
に
成
尋
が
貼
付
し
た
も
の
を
、
後
人
が
書
寓
す
る
に
あ
た

っ
て
本
文
に
移
し
た
た
め
無
理
が
生
じ
た
も
の
に
相
違
な
い
。
そ
れ
を
傍
證
す

る
の
が
何
の
末
尾
に
い
う
「
文
朕
一
紙
を
興
う
、
右
に
在
り
」
の
く
だ
り
で
あ

る。

今
日
、
切
け
な
く
も
闇
梨
大
法
師
に
聖
敦
並
び
に
王
后
の
経
を
見
示
せ
ら

る
る
を
承
け
、
用
和
こ
れ
を
幸
い
と
す
る
こ
と
無
盤

の
文
に
始
ま
る
第
二
の
文
吠
は
、
宋
代
佛
数
の
現
朕
を
知
る
貴
重
な
内
容
と
な

っ
て
い
る
が
、
本
論
で
は
割
愛
し
た
い
。
こ
の
文
朕
が
「
右
に
在
り
」
と
い
い

な
が
ら
質
ほ
左
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
左
の
誤
字
で
は
な
く
成
尋
が
右
端
に

貼
付
し
た
も
の
を
内
容
に
あ
わ
せ
、
こ
こ
に
轄
寓
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

同
様
の
例
を
示
せ
ば
、
巻
三
の
九
月
五
日
條
に
み
え
る
蘇
州
通
判
軍
州
事
の

秀
州
管
内
副
僧
正
博
敦
臨
壇
首
座
賜
紫
廣
敦
大
師
用
和

宣
奉
郎
中
尚
〔
書
〕
屯
田
員
外
郎
通
判

な
る
書
朕
を
掲
載
し
て
い
る
。
そ
し
て
原
本
頭
注
に
「
此
枚
唐
人
手
跡
也
」
と

あ
り
。
考
證
は
書
簡
を
原
本
に
挿
入
し
た
も
の
と
み
て
い
る
が
、
ま
さ
に
考
證

通
り
で
あ
っ
て
、
厳
君
脱
の
手
紙
を
一
應
本
文
に
書
き
と
め
な
が
ら
、
こ
こ
に

記
念
と
し
て
書
簡
そ
の
も
の
を
貼
付
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
の
ち
書
寓

さ
れ
る
と
き
本
文
に
移
し
か
え
ら
れ
た
結
果
、
二
重
に
な
っ
た
も
の
に
違
い
な

、。し
ま
た
同
月
十
日
の
條
に
は
潤
州
に
逹
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て

白
超

⑭
登
時
末
會
、
管
内
僧
正
・
宜
敦
大
師
日
華
、
管
内
副
僧
正
・
延
慶
寺
賜

紫 九

月

日

軍
州
兼
管
内
勘
農
事
騎
都
尉

〔
賜
〕
緋
魚
袋
厳
君
賑
朕

留
納

上

伏
惟謹

朕

法
酒
伍
瓶

右
謹
送

（
姓
名
）
を
前
後
に
配
し
た

の
あ
と
に

「
九
月
日
」

牒
件
朕
如
前

熙
寧
五
年
八
月

慈
旨

日
謹
牒

日
本
博
敦
闇
梨
大
師

伏
取

厳
君
脱
か
ら
酒
五
瓶
を
贈
ら
れ
た
と
き
、

文
字
云
、
「
宣
奉
郎
中
・
屯
田
員
外
郎
・
通
判
蘇
州
櫂
痰
逍
軍
州
・
兼
管

内
勘
農
使
・
騎
都
尉
・
賜
緋
魚
袋
厳
君
脱
、
法
酒
五
瓶
、
右
謹
送
上
、
伏

惟
留
納
、
謹
状
」
者
、
使
興
錢
舟
文
了

の
日
付
を
も
ち
宣
奉
郎
中
以
下
の
官
職
・
肩
書
・

二
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と
あ
り
、 牒

件
吠
如
件

熙
寧
五
年
九
月 謹

牒

『
参
記
』
は
し

①
一
に
問
う
、
日
本
の
風
俗
は
、
と
。

る。

日
管
内
副
僧
正
延
慶
寺
賜
紫
白
超

裁
旨

令
見

皇
帝
問

、
、
、

皇
帝
一
問
日
本
風
俗
、
答
學
文
武
之
道
、
以
唐
朝
為
基

國

師

伏

聴

上

起
居

伺
管
内
副
僧
正
延
慶
寺
賜
紫

右

謹

祇

候

白
超

白
超

慈
旨

牒
件
吠
如
前

熙
寧
五
年
九
月

國

師

伏

取

謹
牒

日

管
内
僧
正
宣
教
大
師

⑱
普
慈
院
住
持
博
法
沙
門
慶
蒙
、
甘
露
院
住
持
博
数
比
丘
慶
天
、
各
出
文

朕
、
末
問
答
法
門
、
不
委
記

日
華
と
白
超
の
文
状
に
は
頭
注
に
「
唐
書
」
の
二
文
字
が
加
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
本
文
で
は
伺
に
つ
づ
け
て
⑱
が
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
雨
人
の
文
朕
だ
け
を
成
尋
が
頭
に
貼
り
付
け
た
た
め
、
書
寓
す
る
者

が
本
文
に
移
し
か
え
る
と
き
、
念
の
た
め
に
「
唐
人
の
書
」
の
頭
注
を
施
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
如
上
の
例
だ
け
で
も
成
尋
の
性
癖
と
い
う
べ
き
か
、

手
し
た
官
私
の
文
書
を
旅
行
記
に
貼
付
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

文
書
・
記
録
の
日
中
文
化
交
流

入

⑯
管
内
僧
正
宜
敦
大
師
日
華

右

日

華

謹

祇

候

起
居

日

華

牒

二
七

た
が
っ
て
宋
代
の
文
書
の
賓
庫
と
も
い
え
る
様
相
を
呈
す
る
に
い
た
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
形
跡
ほ
枚
奉
に
遣
が
な
い
ほ
ど
で
あ
り
、
次
節
に
み
る
紳
宗
の

下
問
も
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。

十
月
十
五
日
、
三
蔵
の
梵
オ
大
師
恵
詢
か
ら
招
き
が
あ
り
三
蔵
の
房
に
出
向

い
た
と
こ
ろ
、
紳
宗
か
ら
の
下
問
を
見
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は

午
時
、
三
蔵
末
請
、
郎
向
房
。
令
見

皇
帝
問
日
本
風
俗
、
答
學
文
武
之
逍
、
以
唐
朝
為
基

で
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
文
章
と
し
て
お
か
し
く
「
令
見
」
以
下
は
、
構
成

尋
の
原
稿
が

に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
現
行
の
形
に
な
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
成

の
あ
と
十
七
箇
條
の
質
問
、
應
答
を
飛
ば

「
令
見
／
皇
帝
問
」

し
「
未
時
、
御
薬
末
。
預
院
書
生
、
令
清
書
末
、
日
可
進
奉
由
示
了
」
に
直
結

し
て
い
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
十
七
箇
條
は
別
紙
と
な
っ
て
い
る
案
文

が
、
こ
の
部
分
に
貼
付
し
て
あ
り
、
こ
れ
を
書
寓
の
際
に
本
文
の
中
に
組
み
込

ん
だ
結
果
、
ダ
プ
リ
と
し
て
「
皇
帝
問
」
の
部
分
を
削
去
し
た
の
だ
と
思
わ
れ

缶）



答
う
、
文
武
の
道
を
學
ぴ
、
唐
朝
を
以
て
基
と
為
す
、
と
。

い
く
ば
く

②
一
に
問
う
、
京
内
の
里
敷
は
多
少
ぞ
、
と
。

答
う
、
九
條
・
三
十
八
里
な
り
。
四
里
を
以
て
一
條
と
為
し
、
三
十
六

(26) 

里
、
一
條
の
北
邊
は
二
里
な
り
、
と
。

い
く
ば
く

③
一
に
問
う
、
京
内
の
人
屋
の
敷
は
多
少
ぞ
、
と
。

答
う
、
二
十
萬
家
な
り
、
と
。

④
一
に
問
う
、
人
戸
は
〔
多
〕
少
ぞ
、
と
。

答
う
、
幾
億
萬
な
る
や
を
知
ら
ず
、
と
。

(27) 

⑤
一
に
問
う
、
本
國
の
四
至
は
多
少
ぞ
、
と
。

答
う
、
東
西
七
千
七
百
里
、
南
北
五
千
里
な
り
、
と
。

い
く
ば
く

(28)

⑥
一
に
問
う
、
〔
本
〕
國
の
郡
邑
は
多
少
ぞ
、
と
。

答
う
、
州
は
六
十
八
、
郡
ほ
九
百
八
十
有
り
、
と
。

⑦
一
に
問
う
、
本
國
の
王
は
甚
〔
磨
〕
に
呼
ぶ
や
、
と
。

答
う
、
或
は
皇
帝
と
稲
し
、
或
は
聖
王
と
琥
す
、
と
。

た

み

⑧
一
に
問
う
、
百
姓
に
琥
有
り
や
、
と
。

答
う
、
百
姓
に
琥
有
り
、
藤
原
・
源
•
平
・
橘
等
を
以
て
高
姓
と
為

く
わ
し

す
。
其
の
餘
の
百
姓
は
委
く
記
す
に
遣
あ
ら
ず
、
と
。

ヘ

だ

い

と

⑨
一
に
問
う
、
本
國
は
明
州
と
相
い
去
つ
る
こ
と
至
近
き
に
、
何
に
因
り
て
か

(29) 

中
國
に
通
ぜ
ざ
る
や
、
と
。

答
う
、
本
國
は
明
州
と
相
い
去
つ
る
こ
と
海
沿
の
開
、
幾
里
の
敷
な
る

や
を
知
ら
ず
。
或
は
七
千
餘
里
と
曰
い
、
或
は
五
千
里
と
日
う
。
波
は
高

＜
泊
り
無
く
、
中
園
に
通
じ
難
し
、
と
。

い
か

⑩
一
に
問
う
、
本
國
の
貴
官
に
は
是
れ
何
な
る
名
目
有
る
や
、
と
。

答
う
、
大
政
大
臣
一
人
、
左
大
臣
一
人
、
右
大
臣
一
人
、
内
大
臣
一
人
、

大
納
言
四
人
、
中
納
言
六
人
、
参
議
八
人
、
是
れ
を
上
卿
と
名
う
、
と
。

⑪
一
に
問
う
、
本
國
の
世
系
ー
三
蔵
の
云
え
ら
く
、
紳
代
・
人
代
を
世
系
と
名

う
ー
は
、
と
。

答
う
、
本
國
の
世
系
は
紳
代
七
代
な
り
。
第
一
ほ
國
常
立
奪
、
第
二
は

伊
笑
諾
・
伊
笑
冊
尊
、
第
三
は
大
日
霙
貴
、
亦
は
天
照
大
紳
と
名
う
。
日

天
子
始
め
生
れ
て
帯
王
と
為
り
、
後
に
高
天
に
登
り
天
下
に
照
す
が
故
に

大
日
本
國
と
名
う
。
第
四
は
正
勝
奪
、
第
五
は
彦
奪
、
治
む
る
こ
と
一
―
-
+

一
萬
八
千
五
百
四
十
二
年
、
前
王
の
太
子
な
り
。
第
六
ほ
彦
火
々
出
見
尊
、

治
む
る
こ
と
六
十
三
萬
七
千
八
百
九
十
二
年
、
前
王
の
第
二
子
な
り
。
第

七
は
彦
鍛
尊
、
治
む
る
こ
と
八
十
三
萬
六
千
四
十

1

一
年
な
り
。
次
ぎ
は
人

代
。
第
一
は
紳
武
天
皇
、
治
む
る
こ
と
八
十
七
年
、
前
王
の
第
四
子
な
り
。

ぅ

第
七
十
一
代
が
今
上
國
主
な
り
。
皆
稗
氏
を
承
く
、
と
。

⑫
一
に
問
う
、
本
國
の
四
時
、
寒
暑
は
中
國
と
同
じ
き
や
同
じ
か
ら
ず
や
、
と
。

答
う
、
本
國
の
四
時
、
寒
暑
は
中
國
と
同
じ
、
と
。

い
か

⑬
一
に
問
う
、
明
州
よ
り
日
本
國
に
至
る
に
、
先
ず
何
な
る
州
郡
に
到
る
や
、

ヘ
だ

國
王
の
都
す
る
所
を
去
つ
る
こ
と
近
き
や
遠
き
や
、
と
。

答
う
、
明
州
よ
り
日
本
國
の
太
宰
府
筑
前
國
博
多
津
に
至
る
、
津
よ
り

國
王
の
都
す
る
所
を
去
つ
る
こ
と
二
千
七
百
里
、
と
。

も

と

い

か

⑭
一
に
問
う
、
本
國
の
用
を
漢
地
に
要
む
る
も
の
は
是
れ
何
な
る
物
貨
ぞ
、
と
。

答
う
、
本
國
の
用
を
漢
地
に
要
む
る
も
の
は
香
・
薬
・
茶
坑
・
蘇
芳
等

ニ
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⑮
一
に
問
う
、
本
國
に
ほ
是
れ
何
な
る
禽
獣
有
り
や
、
と
。

な
り
、
と
。

答
う
、
本
園
に
は
師
子
・
象
・
犀
・
羊
・
孔
雀
・
鵡
鵬
等
無
し
、
餘
の

類
は
皆
有
り
、
と
。

⑯
一
に
問
う
、
本
國
の
王
の
姓
氏
は
、
と
。

答
う
、
本
國
の
王
に
は
姓
無
し
、
と
。

⑰
一
に
問
う
、
本
國
は
毛
國
を
去
る
こ
と
近
き
や
遠
き
や
、
と
。

答
う
、
毛
國
を
去
る
こ
と
近
き
や
遠
き
や
を
知
ら
ず
、
と
。

右
の
質
問
朕
が
や
ほ
り
貼
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
に
績
け
て
「
未
の

時
、
御
薬
来
る
。
院
の
書
生
を
し
て
清
書
せ
し
め
来
た
り
て
曰
く
、
進
奉
す
可

き
由
を
示
し
了
ん
ぬ
」
と
し
な
が
ら
、
こ
の
後
に

唐
朝
郡
郎
州
名
、
邑
郎
縣
名
、
村
郎
郷
名
也
。
答
郡
有
九
百
八
十
、

、
、
、
、
、
、
、
、

小
州
名
、
是
為
本
國
最
善
、
日
本
郡
、
唐
朝
名
縣
也

の
記
述
が
あ
る
こ
と
で
も
分
り
、

か
つ
文
言
の
内
容
は
こ
れ
が
⑥
の
質
問
に
も

か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
く
れ
る
。
し
か
も
⑪
の
世
系
に
加
え

た
梵
オ
三
蔵
の
説
明
を
参
照
す
れ
ば
、
如
上
の
文
が
⑥
の
條
下
に
あ
る
べ
き
原

注
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。

ま
た
成
尋
は
問
答
と
は
別
に
闘
係
記
事
を
あ
ら
ま
し
書
き
残
し
て
い
た
こ
と

が
想
定
さ
れ
、
そ
の
證
を
傍
線
部
分
の
「
是
為
本
國
最
善
」
と
い
う
事
義
不
明

な
一
節
に
見
出
す
。
恐
ら
く
⑭
の
中
國
の
物
貨
で
欲
し
い
も
の
は
何
か
と
訊
ね

ら
れ
、
香
薬
・
茶
浣
・
錦
・
蘇
芳
な
ど
と
答
え
た
箇
所
を
補
う
説
明
句
で
あ
ろ

う
が
、
こ
の
よ
う
な
混
風
を
招
い
た
元
凶
こ
そ
、
ほ
か
な
ら
ぬ
貼
付
文
書
で
あ

文
書
・
記
録
の
日
中
文
化
交
流

以
為

っ
て
筆
寓
さ
れ
る
過
程
で
本
文
へ
の
挿
入
箇
所
を
誤
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

成
尋
は
こ
の
問
答
記
事
の
末
尾
に

申
の
時
、
院
の
書
生
来
た
り
、
清
書
の
文
の
奥
に
愚
名
を
取
む
。
郎
ち
加

え
了
ん
ぬ
。
其
の
清
書
の
文
に
云
う

（
…
…
〔
問
答
十
七
箇
條
〕
…
…
）

日
本
國
大
雲
寺
主
阿
闇
梨
偲
燈
云
々

二
九 今

供
本
國
事
件
如
後

を
掲
載
し
て
い
る
が
、
文
書
様
式
か
ら
見
て
「
問
答
如
前
」
の
原
注
を
加
え
て

中
閲
の
部
分
を
は
ぶ
き
、
ま
た
後
を
節
略
し
、
清
書
さ
れ
た
奏
朕
か
ら
寓
し
取

っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
要
す
る
に
如
上
の
問
答
十
七
箇
條
は
偲
法
院
の
書
生

に
預
け
た
案
文
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
が
正
式
の
奏
朕
と
し
て
整
え
ら
れ
清
書

さ
れ
て
も
ど
っ
て
来
た
折
り
、
成
尋
は
例
の
如
く
前
後
を
寓
し
案
文
を
貼
付
し

た
と
い
う
次
第
で
あ
る
。
正
式
の
文
書
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
メ
モ
風
の

も
の
が
、
い
か
に
貴
重
な
史
料
で
あ
る
か
は
贅
言
を
必
要
と
す
ま
い
。

宋
代
の
賓
證
と
内
容
に
つ
い
て
は
次
稿
に
譲
る
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
「
伊
吉

博
徳
書
」
に
み
え
る
唐
の
賓
證
と
『
参
記
』
の
そ
れ
を
封
比
す
れ
ば
、
謁
見
の

年

月

〔日〕

牒
件
朕
如
前

謹

上 右
謹
具
如
前
謹
録
欣

日
本
國
大
雲
寺
主
阿
閤
梨
偲
燈
大
法
師
位
成
尋

(30) 

問
答
如
前

と
し
て



場
に
お
い
て
行
わ
れ
た
唐
證
、
朝
見
に
先
立
っ
て
下
問
書
を
稜
し
、
あ
ら
か
じ

め
解
答
さ
せ
る
宋
證
と
に
は
大
き
な
相
違
が
あ
る
。

註(

1

)

『
萬
葉
集
』
巻
五
「
沈
病
自
哀
文
」
。
な
お
紳
田
喜
一
郎
「
萬
葉
集
の
骨
賂
と

な
っ
た
漢
籍
」
（
『
稗
田
喜
一
郎
全
集
』
八
巻
・
扶
桑
學
志
）
。

(

2

)

『
唐
律
疏
議
』
衛
禁
律
参
照
。
東
野
浩
之
「
遣
唐
使
の
文
化
的
役
割
」
（
『
遣

唐
使
と
正
倉
院
』
）
に
寺
観
へ
の
参
詣
、
物
品
の
購
入
を
中
心
に
行
動
が
不
自
由

で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
指
摘
が
あ
る
。
典
籍
の
湯
合
は
禁
書
の
こ
と
も
あ
り
、
か
な

り
制
約
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

(

3

)

『
新
唐
書
』
日
本
偲
に
は
「
開
元
初
、
粟
田
復
朝
、
請
従
諸
儒
受
紐
、
詔
四
門

助
数
趙
玄
獣
、
郎
鴻
腫
寺
為
師
、
献
大
幅
帯
為
贄
、
悉
賞
物
貿
書
以
婦
」
と
あ
り

『
文
献
通
考
』
巻
三
二
四
•
四
裔
な
ど
も
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
「
復
朝
」
と
は

留
學
生
の
吉
備
員
備
が
天
賓
勝
賓
一
＿
一
年
（
七
五
一
・
玄
宗
天
賓
十
年
）
に
藤
原
清

河
の
遣
唐
副
使
と
し
て
入
朝
し
た
こ
と
と
闘
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お

『
冊
府
元
亀
』
巻
九
七
四
・
外
臣
部
・
褒
異
の
開
元
五
年
十
月
戊
辰
條
に
「
其
使

員
人
英
問
」
と
あ
り
、
杉
本
直
治
郎
氏
に
よ
り
「
ア
ガ
ク
モ
リ
」
の
昔
繹
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
『
阿
倍
仲
麻
呂
偲
研
究
』
）
。

(

4

)

石
田
茂
作
『
寓
紐
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
佛
数
の
研
究
』
。
堀
一
郎
「
玄
防
法
師

の
死
」
（
『
堀
一
郎
著
作
集
』
―
―
―
巻
）
。
皆
川
完
一
「
光
明
皇
后
願
紐
五
月
一
日
経

の
書
寓
に
つ
い
て
」
（
坂
本
太
郎
博
士
還
暦
記
念
『
日
本
古
代
史
論
集
』
上
）
。
太

田
晶
二
郎
「
吉
備
員
備
の
漢
籍
脆
来
」
（
『
太
田
晶
二
郎
著
作
集
』
）
。
東
野
浩
之
註

(

2

)

論
文
。

(

5

)

大
庭
脩
『
古
代
中
世
に
お
け
る
日
中
闘
係
史
の
研
究
』
附
篇
第
一
章
第
二
節

「
遣
隋
使
遣
唐
使
と
典
籍
」
。

(

6

)

『
ア
ジ
ア
遊
學
』

4
号
「
日
本
の
遣
唐
使
」
（
勉
誠
祉
、
一
九
九
九
）
。

(

7

)

東
野
前
掲
論
文
。
な
お
森
克
己
氏
は
こ
れ
を
疑
問
視
す
る
（
『
遣
唐
使
』
至
文

堂
、
一
九
五
五
）
。

(

8

)

坂
本
太
郎
「
日
本
書
紀
と
伊
吉
連
博
徳
」
（
西
田
先
生
頌
壽
記
念
『
日
本
古
代

史
論
叢
』
）
北
村
文
治
「
伊
吉
連
博
徳
書
考
」
（
坂
本
太
郎
博
士
還
暦
記
念
『
日
本

古
代
史
論
集
』
上
）
、
大
庭
脩
「
伊
吉
速
博
徊
書
と
大
唐
開
元
令
」
（
註
(

4

)

の
本

篇
第
九
章
）
に
侠
文
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。

(

9

)

直
木
孝
次
郎
「
古
代
朝
鮮
に
お
け
る
聞
諜
に
つ
い
て
」
（
『
橿
原
考
古
學
研
究

所
論
集
』
五
琥
）
、
同
「
定
恵
の
渡
唐
に
つ
い
て
ー
飛
鳥
・
白
鳳
朝
佛
数
の
性
格

に
闘
す
る
一
試
論
」
（
『
古
代
史
の
窓
』
）
。
拙
稿
「
六
朝
佛
数
数
園
の
一
側
面
ー

聞
諜
・
家
僧
門
師
・
講
紐
齋
會
」
（
京
都
大
學
人
文
科
學
研
究
所
『
中
國
貴
族
制

社
會
の
研
究
』
）
。

(
1
0
)

『
参
記
』
巻
四
・
煕
寧
五
年
十
月
十
四
日
條
゜

(
1
1
)

藤
田
元
春
『
上
代
日
支
交
通
史
の
研
究
』
第
七
章
、
安
藤
更
生
『
墜
員
大
和
尚

偲
之
研
究
』
第
十
章
の
註
九
゜

(
1
2
)

『
蕉
唐
書
』
地
理
志
三
・
越
州
條
に
も
「
東
都
至
二
千
八
百
七
十
里
」
と
あ
り

『
通
典
』
州
郡
十
ニ
・
會
稽
郡
條
は
「
去
東
京
二
千
八
百
七
十
里
」
と
し
『
太
平

賽
宇
記
』
も
同
じ
で
あ
る
。
な
お
『
元
和
郡
縣
志
』
江
南
道
ニ
・
越
州
條
に
「
西

北
至
東
都
二
千
六
百
七
十
里
」
と
す
る
の
は
八
を
六
に
誤
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
1
3
)

『
大
唐
六
典
』
巻
五
・
兵
部
駕
部
郎
中
員
外
郎
の
條
に
「
凡
三
十
一
騨
、
天
下

凡
一
千
六
百
三
十
有
九
所
」
と
あ
る
。
『
通
典
』
巻
三
三
・
職
官
一
五
・
郷
官
参

照
。
唐
代
の
騨
博
に
つ
い
て
ほ
坂
本
太
郎
『
上
代
騨
偉
制
の
研
究
』
、
陳
況
遠
「
唐

代
騨
制
考
」
（
『
史
學
年
報
』
第
一
巻
五
期
）
、
青
山
定
雄
「
唐
代
の
騨
と
郵
及
び

進
奏
院
」
（
『
唐
宋
時
代
の
交
通
と
地
誌
地
圏
の
研
究
』
第
三
章
第
一
節
）
厳
耕
望

『
唐
代
の
交
通
』
（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
院
、
一
九
八
五
）
。
な
お
石
見
清

裕
氏
は
十
五
日
計
算
で
騨
馬
使
用
以
外
に
は
得
ら
れ
な
い
敷
値
と
さ
れ
る
（
『
唐

の
北
方
問
題
と
國
際
秩
序
』
第
一

1

一
部
第

1

一
章
「
交
雑
の
禁
止
」
汲
古
書
院
）
。
ち

な
み
に
こ
の
行
程
は
唐
の
官
文
書
偲
達
の
行
程
と
符
合
す
る
こ
と
、
中
村
裕
一
氏

の
『
唐
代
官
文
書
研
究
』
第
四
章
第
八
節
の
「
唐
代
の
情
報
偉
達
に
就
い
て
」

（
中
央
出
版
耽
）
に
指
摘
が
あ
る
。
た
だ
、
第
十
四
次
遣
唐
使
は
揚
州
ー
長
安
閲

を
八
十
八
日
、
第
十
七
次
は
同
じ
く
五
十
八
日
を
要
し
て
い
る
。
い
よ
い
よ
誤
解

10 



や
日
付
の
混
風
と
考
え
る
し
か
な
い
。

(

1

4

)

閏
十
月
一
日
の
あ
と
、
本
文
で
は
十
月
十
五
日
條
へ
と
つ
づ
く
が
「
十
月
」
の

二
字
は
術
字
と
す
る
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
高
宗
に
謁
見
し
た
「
舟

日
」
は
閏
十
月
が
二
十
九
日
ま
で
し
か
な
い
の
で
二
十
九
日
の
誤
り
と
見
る
坂
本

太
郎
説
も
、
東
京
に
到
着
し
た
そ
の
日
に
拝
謁
を
許
さ
れ
た
と
い
う
奇
妙
な
仕
俄

を
、
ど
う
解
決
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
記
事
や
日
付
に
混
胤
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
別
に
論
じ
ょ
う
。

(

1

5

)

交
雑
の
語
義
に
つ
い
て
は
石
見
前
掲
書
に
「
外
國
人
と
の
密
か
な
取
引
や
男
女

交
渉
」
と
い
う
見
解
が
あ
る
。

(

1

6

)

諸
涌
泄
大
事
應
密
者
、
絞
、
大
事
謂
潜
謀
討
襲
及
牧
捕
謀
叛
之
類
、
非
大
事
應

密
者
、
徒
一
年
半
、
涌
泄
於
蕃
國
使
、
加
一
等
」
と
あ
る
。
ま
た
撞
興
律
に
「
諸

密
有
征
討
、
而
告
賊
消
息
者
、
斬
、
要
子
流
二
千
里
、
其
非
征
討
而
作
聞
諜
、
若

化
外
人
、
来
為
聞
諜
、
或
博
書
信
、
輿
化
内
人
蚊
受
、
及
知
情
容
止
者
、
競
絞
」

と
あ
る
の
も
闘
係
す
る
。
布
目
潮
颯
「
機
密
漏
洩
罪
を
通
じ
て
み
た
中
園
律
令
制

の
展
開
」
（
唐
代
史
研
究
會
報
告
第
五
集
『
中
國
律
令
制
の
展
開
と
そ
の
國
家
・

祉
會
と
の
開
係
ー
周
邊
諸
地
域
の
場
合
を
含
め
て
』
刀
水
書
房
、
一
九
八
四
）
同

「
唐
職
制
律
の
『
漏
泄
大
事
の
條
』
に
つ
い
て
ー
機
密
漏
洩
罪
の
系
譜
」
（
龍
川

政
次
郎
博
士
米
壽
記
念
論
集
『
律
令
制
の
諸
問
題
』
汲
古
書
店
、
一
九
八
四
）
。

(

1

7

)

北
村
文
治
註
(

8

)

論
文
。

(

1

8

)

坂
本
太
郎
「
日
本
書
紀
と
伊
吉
博
徳
」
（
西
田
先
生
頌
壽
記
念
『
日
本
古
代
史

論
叢
』
）
、
大
庭
脩
「
伊
吉
博
徳
書
と
大
唐
開
元
證
」
（
『
上
古
中
世
に
お
け
る
日
中

闘
係
史
の
研
究
』
第
九
章
）
。

(

1

9

)

底
本
は
「
本
」
に
作
る
が
、
木
の
誤
寓
か
も
知
れ
な
い
。

(

2

0

)

底
本
は
「
奇
怪
」
を
「
喜
怪
」
に
作
る
が
『
集
解
』
に
従
う
。

(
2
1
)

『
日
本
書
紀
』
、
『
唐
會
要
』
巻
一

0
O・ 
蝦
夷
國
條
「
顕
慶
四
年
十
月
、
随

倭
國
使
至
入
朝
」
と
あ
る
。

(

2

2

)

わ
が
闊
の
賓
證
も
略
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
『
績
日
本
紀
』
賓
鑑
十
年
五
月
丁
已

條
に
見
え
て
い
る
。

文
書
・
記
録
の
日
中
文
化
交
流

(
2
3
)

底
本
は
「
公
家
被
下
寺
家
日
本
憎
八
人
、
通
事
日
演
文
書
三
枚
送
客
省
」
と
あ

る
。
考
證
に
は
喰
を
桁
字
か
と
し
、
初
め
食
の
字
を
誤
寓
し
、
左
肩
に
七
の
字
を

加
え
た
も
の
が
轄
じ
て
演
字
に
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
が
、

『
唐
會
要
』
巻
一
百
・
雑
録
・
證
聖
元
年
（
六
九
五
）
條
に
み
え
る
と
お
り
、
蕃

國
使
入
朝
に
は
程
糧
と
呼
ば
れ
る
食
糧
支
給
を
蕃
國
の
等
級
に
よ
り
唐
側
が
行
っ

て
い
た
。
宋
代
も
こ
れ
を
賓
施
し
滞
在
費
に
相
嘗
す
る
の
が
日
凍
で
あ
ろ
う
。
た

だ
術
字
と
す
る
の
は
誤
り
で
凜
は
餐
の
俗
字
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

(

2

4

)

『
績
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
二
三
四
・
煕
寧
五
年
六
月
壬
申
條
゜

(

2

5

)

入
唐
、
あ
る
い
は
入
貢
の
誤
り
か
も
知
れ
な
い
。

(
2
6
)

『
剛
補
参
天
台
五
蛋
山
記
』
は
「
九
條
三
十
六
里
、
四
里
為
一
條
、
合
三
十
六

里
」
と
し
、
一
條
の
北
邊
は
計
上
し
て
い
な
い
。

(
2
7
)

『
剛
補
』
は
「
問
本
國
四
至
」
に
作
る
。
あ
る
い
は
四
至
に
原
注
「
東
西
南
北

界
」
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

(

2

8

)

後
段
に
述
べ
る
と
お
り
日
中
の
州
郡
邑
を
説
明
す
る
原
注
が
あ
っ
た
と
み
る
。

(
2
9
)

因
は
原
本
・
底
本
に
國
と
作
る
が
雲
本
に
「
疑
因
字
」
と
あ
る
の
に
従
う
。

(

3

0

)

原
本
・
底
本
と
も
「
同
答
如
前
」
を
注
と
し
て
書
い
て
い
る
が
、
具
恒
例
と
し

て
本
文
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
同
は
問
の
誤
植
で
あ
ろ
う
。

（
本
稿
は
平
成
十
年
度
科
學
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
）


